
食品添加 物のリスク評価 に関する情報収集調査報告書

3.国 際 機 関 一 覧

調査対象の機関は表7の とおりである。
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001 JECFA
国際連合食糧農業機関(FAO>/世 界保健機構(WHO)

合同食品添加物専門家会議

002 JMPR
国際運合食糧農業機関(FAO)/世 界保健機構(WHO)

合同残留農薬専門家会議

003 環境保健クライテリア 世界保健機構(WHO)の 環境保健クライテリア

004 飲料水水質ガイドライン 世界保健機構(WHO)の 飲料水水質ガイドライン
'

005 IARCモ ノグ ラフ 国 際 が ん 研 究 機 関(IARC)のIARCモ ノグ ラフ

006 米国EPAのIR[S
米 国 環 境 保 護 庁(EnvironmentalProtec価onAgency)の

IRIS(IntegratedRiskInbmatbnSystem)

007 米国DHHSのNTP
米 国 保 健 省(DepartmentofHealthandHumanServiGes)の

国 家 毒 性 プ ロ グ ラ ム(NationalToxlcobgyProgram>テ クニ カル レポ ー ト
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